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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスバリア性フィルムであって、
　プラスチック材料からなる基材フィルムと、
　前記基材フィルムの片面あるいは両面に形成され、無機層状鉱物と、水溶性樹脂と、水
不溶性樹脂とを含むガスバリア性皮膜と、
　を備え、
　２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折
スペクトルを測定した場合において、
　前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に対応する第１のピークトッ
プと第２のピークトップを示し、
　前記第１のピークトップは、前記無機層状鉱物のみからなる薄膜の層間距離に由来し、
　前記第２のピークトップは、前記水溶性樹脂が前記無機層状鉱物の層間に介在すること
によって、前記無機層状鉱物の層間距離が開いたことに由来し、２θ軸において前記第１
のピークトップの位置よりも低い位置に存在する、
　ことを特徴とするガスバリア性フィルム。
【請求項２】
　前記無機層状鉱物は、水膨潤性合成雲母を含むことを特徴とする請求項１に記載のガス
バリア性フィルム。
【請求項３】
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　前記水溶性樹脂は、ポリビニルアルコール樹脂であることを特徴とする請求項１に記載
のガスバリア性フィルム。
【請求項４】
　前記水不溶性樹脂は、ポリウレタン樹脂であることを特徴とする請求項１に記載のガス
バリア性フィルム。
【請求項５】
　前記ガスバリア性皮膜上に、さらに、保護層、接着剤層、ヒートシール性樹脂層を順次
積層した請求項１に記載のガスバリア性フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乾燥食品・菓子・パン・珍味などの湿気や酸素を嫌う食品、および、使い捨
てカイロ、錠剤・粉末薬または湿布・貼付剤などの医薬品の包装分野に用いられるガスバ
リア性フィルムに関する。さらに、詳しくは、高いガスバリア性と内容物の認識が可能な
透明性を必要とされる包装分野に用いられるガスバリア性フィルムに関する。
　本願は、２０１２年２月２８日に、日本に出願された特願２０１２－０４１２５２号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　食品や医薬品などの包装に用いられる包装材料には、内容物の変質や腐敗などを抑制し
、食品や医薬品などの機能や性質を保持するために、水蒸気、酸素、その他の内容物を変
質させる気体の進入を遮断する性質（ガスバリア性）が必要である。
【０００３】
　そのため、従来、これら包装材料には、ガスバリア性を有する材料からなるガスバリア
層が設けられていた。これまで、ガスバリア層は、フィルムや紙などの基材上に、スパッ
タリング法や蒸着法、ウェットコーティング法や印刷法などにより設けられていた。また
、ガスバリア層としては、アルミニウムなどの金属からなる金属箔や金属蒸着膜、ポリビ
ニルアルコール、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリ塩化ビニリデン、ＭＸＤ６
ナイロン、変性ポリウレタンなどの樹脂膜が用いられている（例えば、特許文献１～５参
照）。
【０００４】
　しかしながら、金属箔や金属蒸着フィルムは、ガスバリア性には優れるものの、不透明
であるため、内容物を確認することができなかったり、伸縮性に劣るため、数％の伸びで
クラックが生じて、ガスバリア性が低下したり、使用後の廃棄時に、不燃物として処理す
る必要があるなど、数々の問題があった。
　また、ポリ塩化ビニリデンの樹脂膜からなるガスバリア層は、湿度依存性のない良好な
ガスバリア性を示すものの、廃棄処理などの際に、ダイオキシンなどの有害物質の発生源
となる可能性が有り、塩素系物質を含む包装材料は嫌われる傾向にある。
　一方、非塩素系のポリビニルアルコールやエチレン－ビニルアルコール共重合体の樹脂
膜からなるガスバリア層は、低湿度雰囲気では高いガスバリア性を示すものの、湿度依存
性があるため、湿度の上昇とともにガスバリア性が大きく低下し、湿度７０％ＲＨ以上で
はガスバリア性が失われてしまうという欠点があった。
　また、他のガスバリア性の樹脂膜は、ポリ塩化ビニリデンの樹脂膜や、低湿度雰囲気に
おけるポリビニルアルコールの樹脂膜のガスバリア性と比較すると劣っていた。
【０００５】
　これらの樹脂膜のガスバリア性を改善するために、無機層状鉱物と樹脂とを複合化した
樹脂膜が提案されている（例えば、特許文献６、７参照）。この樹脂膜では、ガスバリア
性を向上させるために、膜の内部で無機層状鉱物を整然と分布、配列する必要がある。し
かしながら、無機層状鉱物を規則正しく分布、配列するに伴って、樹脂膜の凝集力や基材
への樹脂膜の密着力が低下するため、高いガスバリア性と包装材料としての十分な密着強
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度を両立することが極めて難しかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２８７２９４号公報
【特許文献２】特開平１１－１６５３６９号公報
【特許文献３】特開平６－９３１３３号公報
【特許文献４】特開平９－１５０４８４号公報
【特許文献５】特許第３７６４１０９号公報
【特許文献６】特許第３３５１２０８号公報
【特許文献７】特許第４４３４９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、高湿度雰囲気下におけるガスバリ
ア性に優れ、また、包装用材料として十分な密着強度や膜凝集強度を有するガスバリア性
フィルム、及び高湿度雰囲気下におけるガスバリア性に優れ、かつデラミネーションの不
良が発生することのないガスバリア性フィルムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係るガスバリア性フィルムは、プラスチック材料からなる基材フィル
ムと、前記基材フィルムの片面あるいは両面に形成され、無機層状鉱物と、水溶性樹脂と
、水不溶性樹脂とを含むガスバリア性皮膜と、を備え、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、
ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折スペクトルを測定した場合において
、前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に対応する第１のピークトッ
プと第２のピークトップを示し、前記第１のピークトップは、前記無機層状鉱物のみから
なる薄膜の層間距離に由来し、前記第２のピークトップは、前記水溶性樹脂が前記無機層
状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱物の層間距離が開いたことに由来
し、２θ軸において前記第１のピークトップの位置よりも低い位置に存在する。
【０００９】
　本発明の一態様においては、前記無機層状鉱物が、水膨潤性合成雲母を含むことが好ま
しい。
【００１１】
　本発明の一態様においては、前記水溶性樹脂が、ポリビニルアルコール樹脂であること
が好ましい。
【００１２】
　本発明の一態様においては、前記水不溶性樹脂が、ポリウレタン樹脂であることが好ま
しい。
【００１３】
　本発明の一態様においては、前記ガスバリア性皮膜上に、さらに、保護層、接着剤層、
ヒートシール性樹脂層を順次積層することが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一態様に係るガスバリア性フィルムは、プラスチック材料からなる基材フィル
ムと、前記基材フィルムの片面あるいは両面に形成され、無機層状鉱物および前記無機層
状鉱物の層間に介在する少なくとも１種の樹脂成分からなるガスバリア性皮膜と、を備え
、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折
スペクトルを測定した場合において、前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層
間距離に対応する第１のピークトップと第２のピークトップを示し、前記第１のピークト
ップは、前記無機層状鉱物のみからなる薄膜の層間距離に由来し、前記第２のピークトッ
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プは、前記樹脂成分が前記無機層状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱
物の層間距離が開いたことに由来し、２θ軸において前記第１のピークトップの位置より
も低い位置に存在するので、高湿度雰囲気下において、高いガスバリア性と包装用積層フ
ィルムとして十分な密着力を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例１のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気
にて、ＣｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【図２】本発明の実施例２のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気
にて、ＣｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【図３】本発明の実施例３のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気
にて、ＣｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【図４】比較例１のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、Ｃ
ｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【図５】比較例２のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、Ｃ
ｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【図６】比較例３のガスバリア性フィルムについて、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、Ｃ
ｕΚα線により測定したＸ線回折スペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態のガスバリア性フィルムについて説明する。
　なお、本実施の形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するもの
であり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
【００１７】
　本実施形態のガスバリア性フィルムは、プラスチック材料からなる基材フィルムと、前
記基材フィルムの片面あるいは両面に形成され、無機層状鉱物および前記無機層状鉱物の
層間に介在する少なくとも１種の樹脂成分からなるガスバリア性皮膜と、を備え、２５℃
、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折スペクト
ルを測定した場合において、前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に
対応する第１のピークトップと第２のピークトップを示し、前記第１のピークトップは、
前記無機層状鉱物のみからなる薄膜の層間距離に由来し、前記第２のピークトップは、前
記樹脂成分が前記無機層状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱物の層間
距離が開いたことに由来し、２θ軸において前記第１のピークトップの位置よりも低い位
置に存在する。
【００１８】
　ここで、Ｘ線回折は、結晶などの原子の「配列」に関する情報を得る分析方法である。
　Ｘ線回折では、Ｘ線が結晶に照射された場合、結晶格子面で反射し、お互い干渉し合う
ので、下記の式（１）の条件を満たす方向の回折線のみ強度が増大し、その条件を満たさ
ない回折線は打ち消しあって観測されない。
　　２ｄｓｉｎθ＝ｎλ　・・・（１）
　結晶に、波長λが一定の単色Ｘ線を照射してθを観測し、そのθと上記の式（１）から
、面間隔（結晶格子面の間隔）ｄが求められる。なお、上記の式（１）において、ｎは干
渉し合う波の位相の差を表す。本実施形態では、通常、１次の回折線（ｎ＝１）を用いる
。
【００１９】
　無機層状鉱物は、後述するように、酸素やケイ素を中心として構成される、厚さが約０
．２２ｎｍの四面体層や八面体層の１～３層からなる結晶構造をなし、長軸方向の大きさ
が数１０ｎｍ～５μｍ程度のアスペクト比の大きなシート状の層状無機化合物から構成さ
れている。無機層状鉱物は、巨視的には、シート状の層状無機化合物が大部分、規則的に
積層した状態で存在する。
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　また、無機層状鉱物は、無機層状鉱物の各層の間（層間）に、一定の配列で無機イオン
や有機化合物を挿入することが可能である。無機層状鉱物が天然の粘土の場合、結晶層間
に、ナトリウムやカルシウムなどのカチオン性の無機イオンが吸着されることによって、
層状無機化合物が有するマイナスの電荷を補償し、層状無機化合物を層状に結び付け、規
則正しい層状構造を形成している。
【００２０】
　結晶層間にナトリウムイオンが存在する無機層状鉱物は、一般的に、親水性であり、水
中で膨潤する特性を有する。これらの水膨潤性の無機層状鉱物と、水に溶解または均一に
分散する物質とを、水中でよく混合した後、任意の支持体上で、無機層状化合物と上記物
質の混合物を乾燥させることにより、多くの場合、無機層状鉱物の層間に、その物質が挿
入された複合体を得ることができる。
　例えば、ポリビニルアルコール水溶液と水膨潤性の無機層状鉱物を水中で混合して、基
材上に、ポリビニルアルコールと無機層状鉱物との混合物を塗布し、乾燥することにより
、無機層状鉱物の層間に、ポリビニルアルコールが挿入された複合体皮膜が得られる。こ
の複合体皮膜は、無機層状鉱物に挟まれたポリビニルアルコールの吸湿膨潤性を抑えるこ
とができる。さらに、透過ガスが基材上の無機層状鉱物の結晶の層に遮られて、透過経路
が長くなること（迷路効果）により、高湿度雰囲気下におけるガスバリア性の改善が認め
られる。
【００２１】
　このような構造の無機層状鉱物のＸ線回折を測定し、得られたＸ線回折スペクトルから
、無機層状鉱物の層間の距離（層間距離）を把握することができる。
【００２２】
　無機層状鉱物および前記の複合体皮膜は、規則正しい層状構造を形成し、その層間に無
機イオンや有機化合物が挿入されているので、ＣｕＫα線を用いたＸ線回折スペクトルを
測定すると、無機層状鉱物の層間距離に対応した明瞭な底面反射ピークが認められる。ま
た、水膨潤性の無機層状鉱物は、湿度環境によって、層間に介在する水和水の量が変わり
、層間距離が変動する。
　そこで、本実施形態では、２５℃、６５％ＲＨの雰囲気にて、無機層状鉱物を含むガス
バリア性皮膜を十分に調湿した後に、ＣｕΚα線を用いて、ガスバリア性皮膜のＸ線回折
を測定する。
　なお、本実施形態において、「ガスバリア性皮膜を十分に調湿する」とは、２５℃、６
５％ＲＨの雰囲気に２４時間以上放置することを言う。
【００２３】
　この条件において、例えば、無機層状鉱物の層間にナトリウムが介在する、一般的な水
膨潤性合成雲母からなる薄膜のＸ線回折スペクトルを測定すると、２θ＝７度の回折角に
ピークが検出される。これは、結晶層間に１水和層が形成されたｄ＝１２．６Åの層間距
離であることがわかる。
　これに対して、例えば、水膨潤性合成雲母などの無機層状鉱物とポリビニルアルコール
を、１：１の質量比で混合して形成した、無機層状鉱物の層間に、ポリビニルアルコール
が挿入された複合体皮膜では、無機層状鉱物のみからなる試料において検出された２θ位
置（約７度近傍）の底面反射ピークはほとんど消失し、この位置（約７度近傍）よりも低
２θ側にのみ新たなピークが検出されるのが一般的である。
　しかし、本実施形態のガスバリア性皮膜は、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα
線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折スペクトルを測定した場合において、前記Ｘ
線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に対応する第１のピークトップと第２
のピークトップを示す。前記第１のピークトップは、前記無機層状鉱物のみからなる薄膜
の層間距離に由来する第１のピークトップ位置に存在する。また、前記第２のピークトッ
プは、前記第１のピークトップ位置よりも低２θ側の位置であって、前記樹脂成分が前記
無機層状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱物の層間距離が開いたこと
に由来する第２のピークトップ位置に存在する。即ち、本実施形態のガスバリア性皮膜は
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、前記Ｘ線回折スペクトルにおいて、前記第1のピークトップ位置、前記第２のピークト
ップ位置との双方にピークトップが存在する。
【００２４】
　なお、本実施形態では、無機層状鉱物と、無機層状鉱物の層間に介在する少なくとも１
種の樹脂成分とからなるガスバリア性皮膜を表面として、ガスバリア性フィルムのＸ線回
折を直接、測定しても、あるいは、ガラス板上に、ガスバリア性皮膜を形成するためのコ
ーティング材料を薄く製膜し、乾燥させて形成されたガスバリア性皮膜のＸ線回折を測定
してもよい。
【００２５】
　プラスチック材料からなる基材フィルムとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、プロピレン－エチレン共重合体などのポリＣ２－１０などのオレフィン系樹脂、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル系樹脂、ナ
イロン６、ナイロン６６などの脂肪族系ポリアミド、ポリメタキシリレンアジパミドなど
の芳香族ポリアミドなどのポリアミド系樹脂、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、エチレン
－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、エチレン－ビニルアルコール共重合体な
どのビニル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリロニトリルなどの（メタ）ア
クリル系単量体の単独または共重合体などのアクリル系樹脂、セロファンなどからなるフ
ィルムが挙げられる。これらの樹脂は、１種または２種以上が組み合わせられて用いられ
る。
【００２６】
　基材フィルムとしては、単一の樹脂で構成された単層フィルムや複数の樹脂を用いた単
層または積層フィルムが用いられる。また、これらの樹脂を他の基材（金属、木材、紙、
セラミックスなど）に積層した積層基材を用いてもよい。
　これらの中でも、基材フィルムとしては、ポリオレフィン系樹脂フィルム（特に、ポリ
プロピレンフィルムなど）、ポリエステル系樹脂フィルム（特に、ポリエチレンテレフタ
レート系樹脂フィルム）、ポリアミド系樹脂フィルム（特に、ナイロンフィルム）などが
好適に用いられる。
【００２７】
　基材フィルムは、未延伸フィルムであってもよく、一軸または二軸延伸配向フィルムで
あってもよく、表面処理（コロナ放電処理など）やアンカーコートまたはアンダーコート
処理したフィルムであってもよい。さらに、基材フィルムは、複数の樹脂や金属などを積
層した積層フィルムであってもよい。
　また、基材フィルムは、コーティングする面（皮膜を形成する面）に、コロナ処理、低
温プラズマ処理などを施すことにより、コーティング剤に対する良好な濡れ性と、皮膜に
対する接着強度とが得られる。
【００２８】
　基材フィルムの厚さは、特に限定されるものではなく、包装材料としての適性や他の皮
膜の積層適性を考慮しつつ、価格や用途によって適宜選択されるが、実用的には３～２０
０μｍであり、好ましくは５～１２０μｍであり、より好ましくは１０～１００μｍであ
る。
【００２９】
　本実施形態におけるガスバリア性皮膜は、無機層状鉱物および無機層状鉱物の層間に介
在する少なくとも１種の樹脂成分からなるガスバリア性皮膜を備え、ガスバリア性皮膜に
おける、２５℃、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα線により測定されたＸ線回折スペクト
ルは、無機層状鉱物の層間距離に対応するピークトップが、無機層状鉱物のみからなる薄
膜の層間距離に由来するピークトップの位置（第１のピークトップ位置）、および、第１
のピークトップ位置よりも低２θ側に、樹脂成分によって、無機層状鉱物の層間距離が開
いたことに由来するピークトップの位置（第２のピークトップ位置）に存在するという条
件を満たせば、特に限定されるものではない。本実施形態のガスバリア性皮膜においては
、無機層状鉱物が水膨潤性合成雲母を含み、樹脂成分が水溶性樹脂と水不溶性樹脂を含む
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ことが好ましい。さらに、水溶性樹脂がポリビニルアルコール樹脂、水不溶性樹脂がポリ
ウレタン樹脂であることが好ましい。
【００３０】
　無機層状鉱物は、極薄の単位結晶層が重なって１つの層状粒子を形成している無機化合
物のことである。
　無機層状鉱物としては、水中で膨潤・へき開するものが好ましく、これらの中でも、特
に水への膨潤性を有する粘土化合物が好ましく用いられる。より具体的には、極薄の単位
結晶層間に水を配位し、吸収・膨潤する性質を有する粘土化合物であり、一般には、Ｓｉ
４＋がＯ２－に対して配位して四面体構造を構成する層と、Ａｌ３＋、Ｍｇ２＋、Ｆｅ２

＋、Ｆｅ３＋などが、Ｏ２－およびＯＨ－に対して配位して八面体構造を構成する層とが
、１対１あるいは２対１で結合し、積み重なって層状構造をなしているものである。この
粘土化合物は、天然のものであっても、合成されたものであってもよい。
【００３１】
　無機層状鉱物の代表的なものとしては、フィロケイ酸塩鉱物などの含水ケイ酸塩、例え
ば、ハロイサイト、カオリナイト、エンデライト、ディッカイト、ナクライトなどのカオ
リナイト族粘土鉱物、アンチゴライト、クリソタイルなどのアンチゴライト族粘土鉱物、
モンモリロナイト、バイデライト、ノントロナイト、サポナイト、ヘクトライト、ソーコ
ナイト、スチブンサイトなどのスメクタイト族粘土鉱物、バーミキュライトなどのバーミ
キュライト族粘土鉱物、白雲母、金雲母などの雲母、マーガライト、テトラシリリックマ
イカ、テニオライトなど雲母またはマイカ族粘土鉱物などが挙げられる。
　これらの無機層状鉱物は、１種または２種以上が組み合わせられて用いられる。
これらの無機層状鉱物の中でも、モンモリロナイトなどのスメクタイト族粘土鉱物、水膨
潤性雲母などのマイカ族粘土鉱物が特に好ましい。
【００３２】
　無機層状鉱物の大きさは、平均粒径１０μｍ以下、厚さ５００ｎｍ以下が好ましい。無
機層状鉱物の中でも、少なくとも１種類が平均粒径１～１０μｍ、厚さ１０～１００ｎｍ
の水膨潤性の合成雲母が特に好ましい。
　無機層状鉱物として、水膨潤性の合成雲母を用いると、水膨潤性の合成雲母は、天然系
の雲母に比べて不純物が少ないため、不純物に由来するガスバリア性の低下や膜凝集力の
低下を招くことがない。また、水膨潤性の合成雲母は、結晶構造内にフッ素原子を有する
ことから、ガスバリア性皮膜のガスバリア性の湿度依存性を低く抑えることにも寄与し、
他の水膨潤性の無機層状鉱物に比べて、高いアスペクト比を有することから、迷路効果が
より効果的に働き、特にガスバリア性皮膜のガスバリア性が高く発現するのに寄与する。
【００３３】
　水溶性樹脂は、常温で水に完全に溶解もしくは微分散可能な高分子のことである。
　水溶性樹脂としては、無機層状鉱物の単位結晶層間に挿入、配位（インターカレーショ
ン）することが可能な化合物であれば、特に限定されるものではなく、例えば、ポリビニ
ルアルコールおよびその誘導体、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ
ースなどのセルロース誘導体、酸化でんぷん、エーテル化でんぷん、デキストリンなどの
でんぷん類、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸またはポリメタ
クリル酸のエステル、塩類およびそれらの共重合体、スルホイソフタル酸などの極性基を
含有する共重合ポリエステル、ポリヒドロキシエチルメタクリレートおよびポリヒドロキ
シエチルメタクリレートの共重合体などのビニル系重合体、ウレタン系高分子、あるいは
、これらの各種重合体のカルボキシル基など官能基変性重合体などが挙げられる。
　水溶性樹脂は、少なくとも１種類がポリビニルアルコール系重合体およびポリビニルア
ルコール系重合体の誘導体が好ましく、好ましくは、鹸化度が９５％以上かつ重合度が３
００～２５００のポリビニルアルコール樹脂である。特に好ましくは、鹸化度が９５％以
上かつ重合度が３００～２０００のポリビニルアルコール樹脂である。ポリビニルアルコ
ール樹脂は、鹸化度や重合度が高い程、吸湿膨潤性が低くなる。
　ポリビニルアルコール樹脂の鹸化度が９５％より低いと、十分なガスバリア性が得られ
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難い。
　また、ポリビニルアルコール樹脂の重合度が３００より低いと、ガスバリア性の低下を
招く。一方、ポリビニルアルコール樹脂の重合度が２０００を超えると、水系コーティン
グ剤の粘度が上がり、他の成分と均一に混合することが難しく、ガスバリア性や密着性が
低下する場合がある。
【００３４】
　水不溶性樹脂は、常温で水に不溶もしくは分散不可能な高分子のことである。
　水不溶性樹脂としては、特に限定されるものではなく、基材フィルムに、無機層状鉱物
、水溶性樹脂および水不溶性樹脂を含む水系コーティング剤をコーティングしてガスバリ
ア性皮膜を形成するためには、水または水と均一に混合可能な溶媒中にて、微小粒子とし
て均一に分散し、コーティング後に加熱されることによって、物理的融着あいは架橋・重
合などの化学反応を伴って、水に対して不溶となる樹脂成分が好ましい。これらの水不溶
性樹脂の中でも、特に、ポリウレタン樹脂は、安価で安定性に優れているので好ましい。
【００３５】
　ポリウレタン樹脂としては、ウレタン基およびウレア基濃度の合計が１５質量％以上（
例えば、２５～６０質量％）であり、かつ酸基を有するポリウレタン樹脂（Ａ）と、ポリ
アミン化合物（Ｂ）とを含む水性ポリウレタン樹脂組成物が好ましい。
【００３６】
　ポリウレタン樹脂（Ａ）としては、ポリイソシアネート化合物（ａ）と、ポリヒドロキ
シ酸（ｂ）と、Ｃ２－６アルキレングリコールを９０質量％以上含むポリオール成分（ｃ
）と、鎖伸長剤成分（ｄ）との反応により調製され、かつ、中和剤で中和された水性ポリ
ウレタン樹脂が使用される。
【００３７】
　ポリイソシアネート化合物（ａ）は、芳香族、芳香脂肪族および脂環族ポリイソシアネ
ートの群から選択された少なくとも１種を含んでいてもよい（例えば、芳香族、芳香脂肪
族および脂環族ポリイソシアネートの群から選択された少なくとも１種を３０質量％以上
含んでいてもよい）。
　また、ポリイソシアネート化合物（ａ）は、キシリレンジイソシアネートおよび水添キ
シリレンジイソシアネートから選択された少なくとも１種で構成されたポリイソシアネー
ト（例えば、キシリレンジイソシアネートおよび水添キシリレンジイソシアネートから選
択された少なくとも１種を２０質量％以上の割合で含むポリイソシアネート）であっても
よい。
【００３８】
　ポリヒドロキシ酸（ｂ）としては、例えば、ポリヒドロキシカルボン酸およびポリヒド
ロキシスルホン酸の群から選択された少なくとも１種の有機酸が用いられる。
【００３９】
　鎖伸長剤成分（ｄ）としては、例えば、ジアミン、水、ヒドラジンおよびヒドラジン誘
導体から選択された少なくとも１種であってもよい。
【００４０】
　ポリウレタン樹脂（Ａ）は、水に分散した水性ディスパージョンであってもよく、水に
溶解した水溶液であってもよい。
【００４１】
　ポリアミン化合物（Ｂ）としては、第１級アミノ基、第２級アミノ基および第３級アミ
ノ基よりなる群から選択される２種以上の塩基性窒素原子を有する種々のポリアミン類が
用いられる。ポリアミン化合物（Ｂ）としては、例えば、アルキレンジアミン類、ヒドロ
キシル基含有ジアミン、ポリアルキレンポリアミン類、Ｎ－アルキル置換アルキレンジア
ミン類、Ｎ－アルキル置換ポリアルキレンポリアミン類、脂環族ポリアミン類、芳香族ポ
リアミン類、これらのポリアミン化合物にアルキレンオキサイドが付加した付加体、およ
び、ウレタン変性ポリアミン化合物から選択された少なくとも１種が用いられる。
　また、ポリアミン化合物（Ｂ）のアミン価は、１００～１９００ｍｇＫＯＨ／ｇ程度で
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ある。
【００４２】
　ポリウレタン樹脂（Ａ）とポリアミン化合物（Ｂ）との配合比は、ポリウレタン樹脂（
Ａ）の酸基と、ポリアミン化合物（Ｂ）の塩基性窒素原子（またはアミノ基）との当量比
として、１０／１～１／１０程度の範囲から選択される。
　ポリアミン化合物（Ｂ）は、ポリウレタン樹脂（Ａ）の酸基と結合可能である。すなわ
ち、このような構成の水性ポリウレタン樹脂組成物は、高濃度のウレタン基およびウレア
基を含有するポリウレタン樹脂（Ａ）の酸基と、ポリアミン化合物（Ｂ）のアミノ基とを
イオン結合させることにより高度に架橋させて、酸素、水蒸気または香気成分などに対す
るガスバリア性に優れたガスバリア性皮膜を形成するのに有用である。
【００４３】
　本実施形態におけるガスバリア性皮膜は、公知の湿式コーティング方法により、基材フ
ィルムに、無機層状鉱物、水溶性樹脂および水不溶性樹脂を含む水系コーティング剤を塗
工した後、溶媒成分を乾燥除去して形成される。
【００４４】
　湿式コーティング方法としては、ロールコート、グラビアコート、リバースコート、ダ
イコート、スクリーン印刷、スプレーコートなどが用いられる。
　これらの湿式コーティング方法を用いて、基材フィルムの片面あるいは両面に、水系コ
ーティング剤を塗布する。
　水系コーティング剤を乾燥する方法としては、熱風乾燥、熱ロール乾燥、赤外線照射な
ど、公知の乾燥方法が用いられる。
【００４５】
　基材フィルム上に形成したガスバリア性皮膜の厚さは、求められるガスバリア性に応じ
て設定されるが、０．１～５μｍであることが好ましく、０．２～２μｍであることがよ
り好ましい。
　ガスバリア性皮膜の厚さが０．１μｍ未満では、十分なガスバリア性が得られ難い。一
方、ガスバリア性皮膜の厚さが５μｍを超えると、均一な塗膜面を設けることが難しいば
かりでなく、乾燥負荷の増大、製造コストの増大につながり好ましくない。
【００４６】
　ガスバリア性皮膜は、ガスバリア性や包装用積層フィルムとしての強度を損なわない範
囲内であれば、各種の添加剤が含まれていてもよい。
　添加剤としては、例えば、ポリイソシアネート、カルボジイミド、エポキシ化合物、オ
キサゾリドン化合物、アジリジン系化合物などの反応性硬化剤、酸化防止剤、耐候剤、熱
安定剤、滑剤、結晶核剤、紫外線吸収剤、可塑剤、帯電防止剤、着色剤、フィラー、界面
活性剤、シランカップリング剤などが挙げられる。
【００４７】
　また、本実施形態のガスバリア性フィルムは、ヒートシール可能な熱融着層を積層する
ことにより、熱シールによって密封可能なガスバリア性包装用積層フィルムを形成できる
。
　本実施形態のガスバリア性フィルムでは、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリエー
テル系などの公知の接着剤を用いて、公知のドライラミネート法、エクストルージョンラ
ミネート法などにより、ヒートシール可能な熱融着層を積層することが可能である。
【００４８】
　さらに、本実施形態のガスバリア性フィルムは、必要に応じて、印刷層、アンカーコー
ト層、オーバーコート層、遮光層、接着剤層、ヒートシール層などを有していてもよい。
【００４９】
　本実施形態のガスバリア性フィルムは、プラスチック材料からなる基材フィルムと、前
記基材フィルムの片面あるいは両面に形成され、無機層状鉱物および前記無機層状鉱物の
層間に介在する少なくとも１種の樹脂成分からなるガスバリア性皮膜と、を備え、２５℃
、６５％ＲＨ雰囲気にて、ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折スペクト
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ルを測定した場合において、前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に
対応する第１のピークトップと第２のピークトップを示し、前記第１のピークトップは、
前記無機層状鉱物のみからなる薄膜の層間距離に由来し、前記第２のピークトップは、前
記樹脂成分が前記無機層状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱物の層間
距離が開いたことに由来し、２θ軸において前記第１のピークトップの位置よりも低い位
置に存在するので、高湿度雰囲気下において、高いガスバリア性と包装用積層フィルムと
して十分な密着力を有する。
【００５０】
　本実施形態のガスバリア性フィルムは、ガスバリア性皮膜の成分として、特に、無機層
状鉱物として、水膨潤性合成雲母を含み、樹脂成分として、水溶性樹脂と水不溶性樹脂と
を含み、特に好ましくは、水溶性樹脂がポリビニルアルコール樹脂であり、水不溶性樹脂
がポリウレタン樹脂であるので、廃棄時に有害物質の発生源となるものを含まない。また
、高湿度雰囲気下におけるガスバリア性に優れ、かつ、他の機能性樹脂フィルムとラミネ
ートした包装用積層フィルムとしても、十分なラミネート強度を有し、各種の包装容器と
して、より長期間にわたって内容物の品質保持性を高め、様々な包装用資材として活用す
ることができる。
【００５１】
　本実施形態のガスバリア性フィルムにおいては、ガスバリア性皮膜の表面に保護層を有
し、当該保護層の形成方法としては、ガスバリア性皮膜の形成と同様のウェットコーティ
ング法を用いることができる。なお、多色コーターを用いることにより、ガスバリア性皮
膜のコーティング工程と同時にインラインで行ったり、後述するラミネート工程の接着剤
塗工の前にインラインで行ったりすることもできる。
【００５２】
　保護層を形成する材料としては、ガスバリア性フィルムのガスバリア性とラミネート強
度を劣化させない範囲であれば、特に限定されるものではなく、例えば、ポリウレタン系
、イソシアネート系、ポリブタジエン系、ポリエチレンイミン系、ポリエステル系、アク
リルポリオール系、エポキシ系、スチレンアクリル系、ポリアクリル酸系、ポリアミド系
、ポリシロキサン系などを用いることができる。安価な市販材が豊富で、時間の経過に伴
うラミネート強度低下を抑える上では、ポリウレタン系、イソシアネート系、ポリブタジ
エン系、ポリエチレンイミン系、ポリエステル系、アクリルポリオール系が特に好ましい
。
【００５３】
　本実施形態のガスバリア性フィルムでは、保護層がガスバリア性皮膜と接着剤層の間に
介在することで、ラミネート強度の経時安定性が向上する。無機層状化合物と樹脂からな
るガスバリア性皮膜を有するガスバリア性フィルムでは、ガスバリア性皮膜の凝集破壊に
より剥離することがある。ここで、ガスバリア性皮膜と接着剤層が直に接すると、ガスバ
リア性皮膜の接着剤界面近傍で、ガスバリア性皮膜成分と接着剤成分とが相互作用し、本
来のガスバリア性皮膜と異質の層が形成されることで、膨張係数などの物性に変化が生じ
、時間の経過に伴って層間に歪みが蓄積し、時間の経過に伴うラミネート強度低下を引き
起こしているものと推察される。本実施形態のガスバリア性フィルムは、保護層がガスバ
リア性皮膜と接着剤層を遮蔽することにより、ガスバリア性皮膜成分と接着剤成分との相
互作用の結果生じる層の形成を効果的に抑え、初期のラミネート強度を維持して、デラミ
ネーション不良の発生を低減させる効果を有する。
　なお、デラミネーションとは、ガスバリア性フィルム上に接着剤を介して、ヒートシー
ル性樹脂層をラミネートしたガスバリア性フィルムにおいて、高湿度雰囲気下に長期間保
管した際に、時間の経過に伴ってラミネート強度が低下し、積層フィルムの一部に剥離が
生じることを意味する。
【００５４】
　さらに、接着剤層を介してヒートシール性樹脂層とラミネート加工することにより、本
実施形態のガスバリア性フィルムが得られる。ここで、ヒートシール性樹脂層としては、
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低密度ポリエチレン、直鎖低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、ポリプロピレンな
どのポリオレフィンフィルム、ポリエステル系共重合フィルム、ポリアクリロニトリルフ
ィルム、酢酸ビニル系共重合フィルムなどを用いることができるが、ポリオレフィンフィ
ルムは低温ヒートシール性に優れ、安価なため特に好ましい。
　ラミネート加工方法としては、公知のドライラミネート法、エクストルージョンラミネ
ート法、ノンソルラミネート法などを用いることができる。
　接着剤層に用いられる接着剤としては、各種ラミネート加工方法に応じて、様々な接着
剤を選択でき、例えば、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリエーテル系、エポキシ系
、ポリエチレンイミン系、ポリブタジエン系などの公知の接着剤を用いることができる。
【００５５】
　なお、本実施形態のガスバリア性フィルムは、必要に応じて、印刷層、アンカーコート
層、遮光層、その他の機能層などを有していてもよい。
【００５６】
　本実施形態のガスバリア性フィルムは、プラスチック材料からなる基材フィルム上に、
少なくともガスバリア性皮膜、保護層、接着剤層、ヒートシール性樹脂層を順に積層した
ガスバリア性フィルムであって、そのガスバリア性皮膜が、無機層状鉱物および前記無機
層状鉱物の層間に介在する少なくとも１種の樹脂成分からなり、２５℃、６５％ＲＨ雰囲
気にて、ＣｕΚα線を用いて前記ガスバリア性皮膜のＸ線回折スペクトルを測定した場合
において、前記Ｘ線回折スペクトルは、前記無機層状鉱物の層間距離に対応する第１のピ
ークトップと第２のピークトップを示し、前記第１のピークトップは、前記無機層状鉱物
のみからなる薄膜の層間距離に由来し、前記第２のピークトップは、前記樹脂成分が前記
無機層状鉱物の層間に介在することによって、前記無機層状鉱物の層間距離が開いたこと
に由来し、２θ軸において前記第１のピークトップの位置よりも低い位置に存在するもの
であって、さらにこのガスバリア性皮膜と接着剤層との間に保護層を介在させることによ
り、高湿度雰囲気下におけるガスバリア性に優れ、基材への密着性や凝集力も良好で、か
つ高湿度雰囲気下で長期間保管されても、時間の経過に伴うラミネート強度低下が少なく
、デラミネーション不良を発生しないので、包装材料として、長期間に渡り内容物の品質
保持性を高め、様々な包装用資材として活用することができる。また、廃棄時の有害物質
の発生を少なく抑えることができる。
【実施例】
【００５７】
　以下、実施例および比較例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定されるものではない。
【００５８】
［実施例１］
　無機層状鉱物として、水膨潤性合成雲母（コープケミカル社製ソマシフＭＥＢ－３、）
、水溶性樹脂として、ポリビニルアルコール樹脂（クラレ社製ポバールＰＶＡ－１２４）
の５％水溶液、水不溶性樹脂として、ポリウレタンディスパージョン（三井化学社製タケ
ラックＷＰＢ－３４１）を用い、それぞれの固形分配合比率を質量比で２０／２０／６０
とし、８０℃にて加熱、混合した。その後、室温まで冷却して、溶媒中の１０質量％がイ
ソプロパノール、固形分濃度が８質量％になるよう、イオン交換水とイソプロパノールで
、上記の水膨潤性合成雲母、ポリビニルアルコール樹脂、ポリウレタンディスパージョン
の混合物を希釈し、塗工直前に、硬化剤（三井化学社製水性ポリイソシアネート　タケラ
ックＷＤ－７２５）を、ポリウレタンディスパージョンの固形分に対して１５質量％添加
して、実施例１の水系コーティング剤を調製した。
　実施例１の水系コーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２
軸延伸ポリプロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量
が１ｇ／ｍ２となるように塗布し、９０℃のオーブンを１０秒間通過させ、乾燥させてガ
スバリア性皮膜を形成し、実施例１のガスバリア性フィルムを得た。
【００５９】
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［実施例２］
　無機層状鉱物として、水膨潤性合成雲母（コープケミカル社製ソマシフＭＥＢ－３）、
水溶性樹脂として、ポリビニルアルコール樹脂（クラレ社製ポバールＰＶＡ－１０５）の
５％水溶液、水不溶性樹脂として、ポリウレタンディスパージョン（三井化学社製タケラ
ックＷＰＢ－３４１）を用い、それぞれの固形分配合比率を質量比で２０／１０／７０と
し、８０℃にて加熱、混合した。その後、室温まで冷却して、溶媒中の１０質量％がイソ
プロパノール、固形分濃度が８質量％になるよう、イオン交換水とイソプロパノールで、
上記水膨潤性合成雲母、ポリビニルアルコール樹脂、及びポリウレタンディスパージョン
の混合物を希釈した。塗工直前に、硬化剤（三井化学社製水性ポリイソシアネート　タケ
ラックＷＤ－７２５）を、ポリウレタンディスパージョンの固形分に対して１５質量％添
加して、実施例２の水系コーティング剤を調製した。
　実施例２の水系コーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２
軸延伸ポリプロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量
が１ｇ／ｍ２となるように塗布し、９０℃のオーブンを１０秒間通過させ、乾燥させてガ
スバリア性皮膜を形成し、実施例２のガスバリア性フィルムを得た。
【００６０】
［実施例３］
　無機層状鉱物として、モンモリロナイト（クニミネ工業社製クニピア－Ｆ）の５％水分
散液、水溶性樹脂として、カルボキシルメチルセルロースナトリウム塩の２％水溶液、水
不溶性樹脂として、ポリウレタンディスパージョン（三井化学社製タケラックＷＰＢ－３
４１）を用い、それぞれの固形分配合比率を質量比で２５／２５／５０とし、８０℃にて
加熱、混合した。その後、室温まで冷却して、溶媒中の１０質量％がイソプロパノール、
固形分濃度が８質量％になるよう、イオン交換水とイソプロパノールで、上記モンモリロ
ナイト、カルボキシルメチルセルロースナトリウム塩、及びポリウレタンディスパージョ
ンの混合物を希釈し、塗工直前に、硬化剤（三井化学社製水性ポリイソシアネート　タケ
ラックＷＤ－７２５）を、ポリウレタンディスパージョンの固形分に対して１５質量％添
加して、実施例３の水系コーティング剤を調製した。
　実施例３の水系コーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２
軸延伸ポリプロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量
が１ｇ／ｍ２となるように塗布し、９０℃のオーブンを１０秒間通過させ、乾燥させてガ
スバリア性皮膜を形成し、実施例３のガスバリア性フィルムを得た。
【００６１】
［比較例１］
　モンモリロナイト（クニミネ工業社製クニピア－Ｆ）を用い、固形分濃度が５質量％に
なるよう、質量比で９／１としたイオン交換水とイソプロパノールの混合溶媒に、モンモ
リロナイトを均一に分散させて、モンモリロナイトの分散液からなるコーティング剤を調
製した。
　このコーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２軸延伸ポリ
プロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量が１ｇ／ｍ
２となるように塗布し、９０℃のオーブンを１０秒間通過させ、乾燥させて皮膜を形成し
、比較例１のガスバリア性フィルムを得た。
【００６２】
［比較例２］
　水膨潤性合成雲母（コープケミカル社製ソマシフＭＥＢ－３）と、ポリビニルアルコー
ル樹脂（クラレ社製ポバールＰＶＡ－１２４）の５％水溶液とを、それぞれの固形分配合
比率を質量比で５０／５０とし、８０℃にて加熱、混合した。その後、室温まで冷却して
、溶媒中の１０質量％がイソプロパノール、固形分濃度が３質量％になるよう、イオン交
換水とイソプロパノールで、上記した水膨潤性合成雲母及びポリビニルアルコール樹脂の
混合物を希釈して、水膨潤性合成雲母とポリビニルアルコール樹脂の混合溶液からなるコ
ーティング剤を調製した。
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　このコーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２軸延伸ポリ
プロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量が０．５ｇ
／ｍ２となるように塗布し、９０℃のオーブンを２０秒間通過させ、乾燥させて皮膜を形
成し、比較例２のガスバリア性フィルムを得た。
【００６３】
［比較例３］
　水膨潤性合成雲母（コープケミカル社製ソマシフＭＥＢ－３）と、ポリウレタンディス
パージョン（三井化学社製タケラックＷＰＢ－３４１）とを、それぞれの固形分配合比率
を質量比で３０／７０として混合した。その後、溶媒中の１０質量％がイソプロパノール
、固形分濃度が８質量％になるよう、イオン交換水とイソプロパノールで、上記水膨潤性
合成雲母及びポリウレタンディスパージョンの混合物を希釈し、塗工直前に、硬化剤（三
井化学社製水性ポリイソシアネート　タケラックＷＤ－７２５）を、ポリウレタンディス
パージョンの固形分に対して１５質量％添加して、水膨潤性合成雲母とポリウレタンディ
スパージョンの混合溶液からなるコーティング剤を調製した。
　このコーティング剤を、グラビアコーターを用いて、三井化学東セロ社製２軸延伸ポリ
プロピレンフィルムＵ－１（厚さ２０μｍ）のコロナ処理面に、ｄｒｙ塗布量が１ｇ／ｍ
２となるように塗布し、９０℃のオーブンを１０秒間通過させ、乾燥させて皮膜を形成し
、比較例３のガスバリア性フィルムを得た。
【００６４】
［評価］
（Ｘ回折測定）
　実施例１～３および比較例１～３のガスバリア性フィルムを、２５℃、６５％ＲＨの雰
囲気に２４時間以上放置した後、同雰囲気にて、リガク社製ＲＡＤ－ｒＸ（Ｘ線源＝Ｃｕ
Ｋα、λ＝０．１５４ｎｍ、電圧４０ｋＶ、電流４０ｍＡ）を用いて、前記のガスバリア
性フィルムのＸ線回折スペクトルを測定した。結果を図１～６に示す。
【００６５】
（酸素ガスバリア性および水蒸気バリア性）
　実施例１～３および比較例１～３のガスバリア性フィルムについて、酸素透過度測定装
置（ＭＯＣＯＮ社製ＯＸＴＲＡＮ－２／２０）を用いて、２０℃、８０％ＲＨの雰囲気下
、酸素ガスバリア性を測定した。結果を表１に示す。
　また、実施例１～３および比較例１～３のガスバリア性フィルムについて、水蒸気透過
度測定装置（ＭＯＣＯＮ社製ＰＥＲＭＡＴＲＡＮ－３／３１）を用いて、４０℃、９０％
ＲＨの雰囲気下、水蒸気バリア性を測定した。結果を表１に示す。
【００６６】
（ラミネート強度）
　実施例１～３および比較例１～３のガスバリア性フィルムのコーティング面上に、ドラ
イラミネーション加工により、ポリエステルウレタン系接着剤（三井化学社製タケラック
Ａ－５２５／三井化学社製タケネートＡ－５２）を介して、厚さ３０μｍの未延伸ポリプ
ロピレンフィルム（三井化学東セロ社製ＣＰＰ　ＧＬＣ）をラミネートし、４０℃にて４
８時間養生（エージング）し、積層フィルムを得た。
　この積層フィルムを１５ｍｍ幅の短冊状にカットし、引張試験機テンシロンにより、ガ
スバリア性フィルムを、３００ｍｍ／分の速度で９０°剥離させて、ラミネート強度を測
定した。結果を表１に示す。
【００６７】
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【表１】

【００６８】
　図１～３の結果から、実施例１～３のガスバリア性フィルムのＸ線回折スペクトルは、
無機層状鉱物のみからなり、無機層状鉱物の層間に樹脂成分を含まない皮膜の層間距離（
１２～１３．５Å）に由来する２θ＝６．５度～７．５度の位置のピークトップ（第１の
ピークトップ）と、無機層状鉱物の層間に水溶性樹脂が挿入し、層間距離が２０～３０Å
に開いたことに由来する２θ＝２度～４度の位置のピークトップ（第２のピークトップ）
とに、ピークが確認された。
　実施例１～３のガスバリア性フィルムは、ほぼ透明で内容物の視認性に問題がなく、酸
素透過度が５ｃｃ／ｍ２・ｄａｙ以下、水蒸気透過度が５ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下の良好な
ガスバリア性を示し、かつ、ラミネート強度が１Ｎ／１５ｍｍを超える良好な密着強度を
示し、ガスバリア性包装材として適用できる特性が得られた。
【００６９】
　一方、比較例１と比較例３のガスバリア性フィルムのＸ線回折スペクトルは、無機層状
鉱物のみからなり、無機層状鉱物の層間に樹脂成分を含まない皮膜の層間距離に由来する
２θ＝６．５度～７．５度の位置のピークトップ（第１のピークトップ）のみが確認され
た。また、比較例２のガスバリア性フィルムのＸ線回折スペクトルは、無機層状鉱物の層
間に水溶性樹脂が挿入し、層間距離が２０～３０Åに開いたことに由来する２θ＝２度～
４度の位置のピークトップ（第２のピークトップ）のみが確認された。
　比較例２および３のガスバリア性フィルムは、ガスバリア性が良好であるものの、ラミ
ネート強度が０．５Ｎ／１５ｍｍよりも低く、密着強度が不足していた。また、比較例１
のガスバリア性フィルムは、ガスバリア性およびラミネート強度が劣っていた。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、乾燥食品・菓子・パン・珍味などの湿気や酸素を嫌う食品、および、使い捨
てカイロ、錠剤・粉末薬または湿布・貼付剤などの医薬品の包装分野に適用できる。
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